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ＤＶ被害者への医療現場での初期対応

ＤＶ被害者への医療現場での初期対応
～被害回復段階に応じた看護ケアの重要性～

Early intervention on behalf of DV victims at health facilities: Crucial nursing 
care meeting clients’ needs in the recovery process from the trauma/injury

要約

　本研究では，ＤＶ被害者に対する看護観察の分析から，ＤＶ被害の回復段階と，回復に応じたケアの現状と課題を示すことを目的とし

た。ＤＶ被害者ケアの経験のある看護職17名に，「患者の態度や言動からＤＶ被害者であると特定したとき，どのようなケアを提供したか」

について半構造化面接にて聴き取り，ＫＪ法を用い分析した。

　ＤＶ被害者は暴力に支配された生活下で，誰かに相談することすら考えも及ばず，支援を受け取れずにいた。しかし，受診時の医療職

とのやり取りや看護職の訪問をきっかけに，自らのＤＶに向き合い，暴力からの脱出に向け逡巡していた。

　混乱期，苦悩期，否認期にあるＤＶ被害者は，ＤＶ被害を自ら訴えることが極めて少なく，治療の場で問題を指摘され支援の申し出を

受けても，それを受け入れることができていなかった。よって，ＤＶ被害者の意思表示を尊重しながらも，本人に無理な行動を要求する

ことなく，具体的な支援を提供することが重要である。

　消耗期や停滞期にあるＤＶ被害者は自尊感情が著しく低下している場合が多く，二次被害を生まないためにも言動への配慮が必要であ

ることが示唆された。
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Abstract

The objective of this study was to share an idea of staging victims’ recovery process from DV trauma/injury and also to demonstrate the 

important issues in supporting DV victims together with information on available care for the victims on the health care front-lines in Japan. 

 In this study, a semi-structured interview was conducted with 17 health facility-based nursing professionals, who reported encounters with 

patients suspected of being DV victims. For the analysis, the KJ method was applied.  As the result of the interviews, it was disclosed that 

the DV victims, encountered by the nurses, were without appropriate support in the situation, where they were under the assailant’s 

dominance and lost opportunities for seeking consultation. Those DV victims, however, came to be able to observe themselves objectively 

through communication with the health care providers. Also it was, therein, found that the victims were still not free from hesitation to end 

the violence by their own efforts.  The victims in Disturbance-Period, Anguish-Period and Denial-Period were found to be reluctant to 

complain about both physical and mental damage and that they could not accept offered support even after identification of the problems.  

It is, therefore, important for the care providers, including nursing professionals, to offer meaningful support respecting the victims’ wishes 

without over-expectation in improving their behaviours.  Based on this study, it was suggested that the care providers, dealing with DV 

victims, should pay attention to communication and their behaviour during consultation in clinical settings to protect the victims from the 

secondary trauma/injury. In relation to the above, we should then recognize the fact that DV negatively affects the victims’ self-esteem.
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Ⅰ．緒言

　近年，ＤＶが被害者の生命や健康を脅かし，人生にま

で深刻な影響を及ぼしていることについて広く知られる

ようになった1)~5)。ＤＶ被害者の心理の特徴は，恐怖，怒

り，自信の低下であり，精神的不調に基づく身体の不調

が長期間持続することもある。配偶者からの暴力に曝さ

れたＤＶ被害者は，身体的，経済的，精神的，性的，社

会的暴力による支配下に置かれた末，加害者によって巧

妙に無力化，孤立無援化されてしまう6)。

　内閣府（2006）の調査によると，配偶者からの身体的

暴行，心理的攻撃，性的強要を繰り返し受けた者は，女

性が10.6％，男性では2.6％であった7)。また，2002年と

2008年に実施した内閣府の調査でこれまでに一度でも被

害経験のある者は女性の約20％にみられ8)9)，諸外国でも

北米22％，オーストラリア23％，イギリス30％，南米15

～52％，アフリカ30～45％，インド40％，と女性に対す

る暴力が世界的に広がっている10)11)。ＤＶによる心理的攻

撃や性的強要を繰り返し受けることと自殺企図や中絶と

の関連も指摘され，ＤＶは重大な健康問題であるという

認識が広まってきている12)~14)。

　しかし，現状ではＤＶ被害者に対する医療機関の取り

組みは産婦人科以外では立ち遅れており，ＤＶ被害者ケ

アのためのシステムや方法論は未熟な段階にとどまって

いる。

　先行研究では，児童虐待，ＤＶ，性暴力，その他のハ

ラスメント被害者の二次被害を予防することの必要性を

述べた論文は散見されるが15)~18)，ＤＶ 被害者を取り巻く

環境や回復段階に即したケアについて指摘したものは１

件だけだった19)。そこではＤＶ被害者の回復に至る過程

は，混乱期，苦悩・否認期，転換・消耗期，停滞期，安

定・回復期の５つの時期に分けられていた。他の文献で

も，ＤＶ被害者への対応として傾聴や受容の重要性を説

くものが多く，ＤＶ被害者の回復段階を促進させる段階

別の支援について示したものはなかった。

　このような現状認識から本研究では，看護職のＤＶ被

害者に対する看護観察に基づき，回復段階に準じた初期

対応の課題を示すことを目的とした。

Ⅱ．研究方法

１．研究デザイン　

　看護観察から抽出されたＤＶ被害の回復段階と，回復

に沿った初期対応の現状と課題を示すため，半構造化面

接を実施し，帰納的質的研究法を用いた。

 

２.研究対象と期間

　研究対象者は，ＤＶ被害者と接触し直接的なケアをし

たことのある看護職17名とした。

　研究期間は2004年６月から2008年３月であった。

３．調査内容と分析方法

　面接は，研究対象者が希望する時間と場所に筆者が赴

き実施した。インタビューガイドに沿い，「患者の態度や

言動からＤＶ被害者であると特定したとき，どのような

ケアを提供したか」尋ねた。ＤＶ被害者に関わったこと

がある看護職が当時を振り返り懐述した内容の逐語録を

作成しデータとした。

　分析では多くの断片的なデータを統合して，創造的な

アイディアを生み出し，問題解決の糸口を探ることに適

した手法であるＫＪ法20)を用いた。分析の過程で，ＤＶシェ

ルター運営経験のある看護職やＤＶ被害者のサポートグ

ループに関わる大学教員，精神科病棟でＤＶ被害者のケ

アを実践している看護師，小児科病棟に勤務する傍らＤ

Ｖに関するＮＰＯ法人の活動をする看護師，婦人相談所で

保健師兼精神保健福祉士としての勤務経験がある看護職

らと検討を重ね，データの妥当性と信頼性及び厳密性の

確保に努めた。追加されたデータの空間配置を繰り返し，

関連性を吟味した。データのコード化，カテゴリー名の

検討については，随時，質的研究者のスーパービジョン

を受けた。

４．倫理的配慮

　本研究の対象者は，先に行ったＤＶに関連する質問紙

調査で聞き取り調査に協力可能と意思表示し個別の連絡

先を記した者であり，相手が指定した連絡先に電話をい

れ，研究概要について口頭で説明し協力の同意が得られ

た者を研究対象者とした。その後，面接開始前に再度，

研究目的と方法，データの取り扱いと個人情報保護，お

よび，所属機関非開示に関する配慮をすること，面接前，

途中，後において研究協力の取りやめができ何ら不利益

を負うことがないことを説明した。また，ＩＣレコーダー

の録音については事前に承諾を得た。録音および筆記

データはコード化して筆者のみが入力し，その直後消去

裁断した。コード化にあたっては個人や病院が特定され

るデータは削除または意図が変わらない範囲で修正を加

えること，看護職から語られた被害者の被害状況も，被

害者が特定されないよう一部修正を加え，被害者のプラ

イバシー保護に配慮することで使用の許可を得た。入力

したデータはロックのかかるＵＳＢで保管し，インター

ネットから遮断されたパソコンを用いて処理した。得ら

れたデータは学会発表や論文として公表されること等に

ついて口頭と文書で説明し，同意書を交わした。本研究

は所属大学の倫理委員会の審査を受け，承認を得たうえ
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で実施した。

５．用語の定義

【ＤＶ】Domestic Violenceの略で，家庭内で起こる暴力を

さす。広義では配偶者間暴力，児童虐待，高齢者虐待，

家庭内暴力(子から親への暴力)，一家心中など，家族や

同居人という関係性があり，家庭内の密室で生じる人権

侵害行為をさす。本稿では，配偶者からの身体に対する

暴力および心身に有害な影響を及ぼす言動という狭義の

定義を用いる。

【初期対応】早期の段階に，看護職が患者(相談者)や患者

を取り巻く状況に応じて看護をすること。

Ⅲ．結果

１. 対象者の概要

　調査に協力が得られたのは，28歳から55歳までの看護

職17名（保健師４名，助産師４名，看護師９名）であっ

た。性別は，女性15名，男性２名で，平均年齢は40.1歳

であった。

２．面接の概要

　面接回数は１名に対して１回実施した。時間は30分か

ら70分で，全面接時間は940分（１回平均55.3分）であっ

た。面接場所は，対象者が指定した病院の会議室，訪問

看護ステーションの相談室，研究室等であった。

３．ＤＶ被害者の回復段階に即した支援（表１）

　看護職がＤＶ被害者ケアを振り返り，受診者に対する

気がかりを手掛かりとすることによって浮き彫りになっ

たＤＶ被害者の状況と，その回復段階に対応した看護職

の初期対応について述べる。回復段階は先行研究19)より，

①混乱期(ショックで感覚が麻痺する。適切な判断力を失

う)，②苦悩・否認期(悲しみ，怒り，助けを求め，否認

し，奇跡を願う)，③転換・消耗期(様々な取引を試みる

が失敗に終わり人生に価値を見出せない)，④停滞期(絶

望し，気力を失い抑うつになる)，⑤安定・回復期(現状

表１　ＤＶ被害者の回復段階に即した支援
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を受け入れ，自分自身や家族との和解に向かう)の５段階

に分類されたものを用い，被害者がどの時期にあたるか

を，被害者に対応した看護職に分けてもらった。本文で

は，回復段階毎に提供された初期対応を示した。また，

看護職の語りや看護職を通して発せられたＤＶ被害者の

発言を《　》で示した。また，回復段階の分類は，直接

被害者に対応した看護職の直感に基づく判断に委ねたた

め，その語りの一部を実例として記載した。

3-1．混乱期

　混乱期のＤＶ被害者は，突発的で予測のつかない配偶

者からの暴力を受け，配偶者と不安定な関係にあった。

ＤＶ被害者は配偶者からの暴力の原因を探し，《ストレス

のせいでやむにやまれず殴ったのだ》とか，《夫の言うこ

とを素直に聞かなかったから》等，理由を探し納得しよ

うとしていた。《酔った勢いで夫婦喧嘩が行き過ぎた》と，

バツが悪そうに配偶者が言う場合もあり，以後，気をつ

けるように医師からたしなめられ帰路につくケースも

あった。ＤＶ被害者の方は言葉数も少なく，外傷も負っ

ており，配偶者や付き添いの家族に促されるまま傷の手

当てを受けていった。

　《最近ではＤＶじゃないの？って，暴力はダメだよっ

て言うことも出来るようになったけど，以前からこうい

うアルコール患者は結構いて，傷の手当てをして帰して

いましたよね。今は，救急隊員も良く心得ていて，そっ

ちでも注意してもらっています。救急車が行って，状況

から警察を呼ぶこともありますよ》と，看護職の発言か

らも暴力加害に対する率直な介入があることが示された。

〈実例〉

　　「被害者の中には，(加害者に)愛情を抱き続けて現

状に耐えている人もいるけど，それより仕返しを恐れ，

恐怖に縛られて，誰にも相談できなくなっている人が

多いわね」　 40代　助産師

　　｢信頼関係も出来てない看護師に(被害を)話すのっ

て，まず，無理でしょう？いきなりあれこれ聞き始め

るのではなく，まず，"全面的にあなたの言うことを信

じますよ，どんな理由でも暴力を振るわれていい人な

んかいないのですよ”という姿勢を示すことが大切だ

と思って実践しています．・・だけど，救急外来の準夜

勤務では無理ですね．忙しくてとてもじゃないけれど

出来ません｣ 30代　男性看護師

　　「やはり，家の中のごたごたを外に出してはまずい

と思うのでしょうね･･･．本当に家に帰っちゃうの?と

いいたくなるようなケースを家に帰してしまったこと

があります．病院でもどうすることもできなくて．今

でもたまにＤＶのニュースを聞くと”あの人どうした

かなぁ”って思い出します･･･」　 50代　保健師

　　「ＤＶの患者さんらしいから，って呼ばれて夜間外

来に病棟から降りていって対応したのだけど．（中略）

患者さんは確かに夫に殴られて怪我して，もう別れた

いって泣いて，だけど子どももいるし事を荒げたくな

くて，結局家に戻って…｣ 30代　看護師

　　「相談したほうがいいって患者さんに話したのです

が，本人が躊躇して･･･．警察には届けたくないって，

ほとんど，･･･自分が出会ったＤＶの患者さんはみんな

拒否しました。」　　　　 40代　病棟看護師

　　「救急車で夫婦とも酔っ払ってきた夫婦がいたんで

すね．旦那さんは病院に着いたら“すみません，すみ

ません”って謝り恐縮していて，対照的に奥さんの方

は看護師にも語気を荒げて，確かに血は流れていて…

ＤＶ被害かもしれないけれど，こういう状態じゃ，旦

那さんもイライラしてつい手が出ちゃってもおかしく

ない感じで…」 30代　看護師

　　「妊娠初期20代未婚女性が過喚気発作を起こし来院

したのね．原因は同棲男性との口論がきっかけでした．

これまでも男性からの暴力を受けていたらしくって．

被害者の家族は別れることを勧めていたのですよ．当

の本人は多くを語ろうとしなくて」 50代　助産師

3-2.苦悩･否認期

　苦悩・否認期のＤＶ被害者は，配偶者からの加害行為

が偶然の出来事ではなく，度重なる不安を抱え《できる

ことなら改善したい》が《現状の生活だけでもどうにか

維持したい》と願い，ＤＶ被害者自身の意思で外傷の理

由を隠していることもあった。他に，配偶者からの監視

による口封じや，威圧的な態度による暴力の隠匿行為が

なされていた。ＤＶ被害者も《無抵抗にただ殴られてい

るばかりではなく，口答えをした》り，防御による傷を

負っていることもあった。

　受診に関しては，保険証を貸してもらえない，治療費

を渡されないために受診できない場合もあり，受診する

ことで配偶者との《関係がさらに悪化することを恐れ》，

《ケガの理由を考え受診が遅れた》ＤＶ被害者もいた。人

目に触れ配偶者の暴力が明るみに出てしまうことや，配

偶者との関係の破綻が決定的になることを危惧するＤＶ

被害者等，古い傷跡からＤＶの歴史をうかがい知る体験

をした看護職もいた。

〈実例〉

　　「ＤＶの女の人って，被害に遭った事とか，こんな

にひどい目に遭っているって言う割には，本当にどう

にかしたいのかわからないことがあって．ただ，同じ

ことを話しているだけなのだもの．かなり痛そうなの

に平気な顔していたり．なんか，本当に解決したいと

思っているのかわからなくなるときがあって…」
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 50代　助産師

　骨折が疑われるほど重症の患者に対し，看護師が《こ

こ（＝レントゲン室）で話すことは外の人には一切聞こ

えないから安心して話してください。その傷は暴力によ

るものではないですか？》と介入し，重い口を開いたＤ

Ｖ被害者もいた。患者から，優柔不断・あいまい・不明

瞭な返答・おびえた様子・その場を取り繕うとする態度・

一貫性がなく前後する説明等の状況が窺えた時点で，看

護職は介入の機会をうかがっていた。検査室や内診室と

いった配偶者から不審に思われずに周囲から遮断できる

個室で，プライバシーが守られることを確認し，患者を

安心させ，医療従事者が率直に暴力被害の有無について

聴いている施設もあった。

　この段階のＤＶ被害者に対する看護ケアとして，傷の

手当て，看護観察に基づく適切な記録，被害者のサイン

を汲み取り率直に聞く，患者との信頼関係や患者の状況

に合わせて静観する，他に優先する必要のある疾患の治

療に対する援助などが提供されていた。

3-3.転換･消耗期

　転換・消耗期のＤＶ被害者は，配偶者の度重なる暴力

や暴言の原因やきっかけ探しをすることによって，被害

を避ける工夫を試みていた。しかし，ＤＶ被害者は《ど

んなに暴力をまねかない工夫や方策を凝らしても，あま

り効果がない》ことに打ちのめされ消耗していた。加害

者との不安定な人間関係に基づく加害者中心の生活によ

り，ＤＶ被害者は友人関係や親戚関係が狭まり，疎遠と

なって，《友人に言えない》秘密を抱えることで女性同士

のコミュニケーションに壁が生じ，その結果孤立してい

た。看護職が《なんだか顔色が・・・大丈夫ですか？》

と働きかけても，ＤＶ被害者は核心に触れようとせず，

《たまに会う知人からもよくそう言われるんです。でも，

別にどこも悪いところはないです》とかわすため，異変

を感じてもそれ以上は踏み込んでいけないと感じ，《なに

か引っかかる…》と気がかりを抱えたままになっている

こともあった。特に健康相談場面では，直接患者の身体

の観察をする機会が少ないため，ＤＶ被害者から相談を

切り出す事や目に見えた外傷などの決定的な要素がない

と，《ＤＶ被害者に出会っていたかも知れないが，それに

気がつかなかったかもしれない》という内省に繋がって

いた。中には，《人に触れられたくない》，《見てほしい傷

だけ処置してほしい》，《余計なことを聞かれたくない》

といった態度で，ＤＶ被害は疑われるが《声をかけづら

い》患者もいた。そのような患者がＤＶ被害者であると

は限らないが，助産師・看護師らは，患者が再度の受診

をしやすいように，《なるべく暖かい声かけをして，医療

とのつながりが切れないように祈りながら静観する》と

述べていた。保健師や訪問看護師による支援には，生活

の場に入って実施するという特性があるため，《まず信頼

関係をつくること。それがないと援助は難しい》と，信

頼関係が形成されるまでは踏み込んでいかない傾向がみ

られた。

　記録には，処置内容のみが記され，暴力被害が疑われ

る状況を記録に書き留めている施設は見られなかった。

その理由は，《一方（＝ＤＶ被害者）の意見を聞いて被害

と断定するのは，（加害者）夫に対して公平ではないし，

客観的な情報や判断でない》というもので，医師の反対

もあった。さらに，《万が一，加害者や弁護士から，カル

テ開示の請求をされた時，言及されても困る》という施

設もあった。

〈実例〉

　　「女性相談所に掛け合って一時入所させたのだけど，

･･･また，帰っちゃったのよね．夫のところへ．繰り返

すってわかっているけど，やっぱりさ，正直，消耗し

た」 40代　保健師

3-4.停滞期

　停滞期のＤＶ被害者は，養育が必要な子どもを抱えて

いたり，介護問題を抱えている者が目立った。暴力のあ

る家を出ても，《子どもを手放すか，子どもを抱えて働き，

忙しくて貧しい生活を強いられる》し，《働きながら家族

の介護をしなくてはならない》。親や兄弟，友人との関係

も途絶え孤立無援化したＤＶ被害者に対し，保健師や訪

問看護師はＤＶ被害者と共に閉塞感を覚え，《なんとかし

たい》と思っていた。ＤＶ被害者は健康を損ない，頼る

親兄弟もなく，《生きていくためには現状に留まるしかな

い》と諦めていた。

　この時期のＤＶ被害者に対して，すでに看護職は支援

を試みている場合が多かった。しかし，健康を損ない暴

力に打ちのめされながら，《その瞬間さえ耐え抜けば一時

の平安がおとずれる》，《嵐が過ぎ去るのをじっと耐えて

いるように見える》 ＤＶ被害者を面前にして，看護職は

《寄り添うことしか出来ない》と感じていた。ＤＶ被害者

やその家族と関わり，《何で？》という思いが看護職の心

中で《納得がいかず》に滞っていた。《夫婦間で相手を痛

めつけなければならない理由や原因がどこにあるのか》，

《どうにか暴力のある関係を改善できないものか》，しか

し《大人同士の問題だから》と看護職は逡巡し，サポー

ト資源を探していた。

　また，在宅訪問看護の経験のある看護職は，在宅療養

者が介護（する配偶）者からＳＥＸの強要を受けている場

を目撃していた。

　このような事例に対しては，ショートスティの利用を

勧める等，夫婦間のストレスの緩和を図りながら，在宅
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療養が継続できるよう静観していた。これらの事態につ

いて，看護職は同僚や上司に口頭で報告していたが，看

護記録には性的暴力の記載はしていなかった。

　看護職の直感に基づくＤＶ被害者の回復段階は，①

ショックで感覚が麻痺しているように見受けられたり，

適切な判断力を失う混乱期，②悲しみ，怒り，助けを求

め，否認し，奇跡を願うといった，苦悩・否認期，③Ｄ

Ｖの現状をなんとかしようと様々な取引を試みるが失敗

に終わり，ジェットコースタの急上昇と急下降を繰り返

すかのような不安定な状況に身を置き，人生に価値を見

出せない転換・消耗期，④ 様々な駆け引きや努力がすべ

て無駄におわり，絶望し，気力を失い抑うつ傾向を強め

ることもある停滞期は，一人ひとり明確に分類できるも

のではなく，看護ケアの過程で否認と消耗、そして抑う

つを抱えるというように重なるケースが多かった。ここ

までのＤＶ被害者の回復段階を図に示すと図１のように

なった。横軸は時間の経過を示し，縦軸はＤＶ被害者が

被害に立ち向かっていく精神的な抵抗力の度合いを表し

た。ＤＶの現状を何とかしたい，何とかなるだろう，と

いうＤＶに曝されている患者から感じ取られた精神的な

抵抗力は，苦悩・否認期で高く，次いで混乱期，停滞期，

転換・消耗期となっていた。データからも，患者から感

じ取られる精神的な抵抗力が最も低い転換・消耗期では，

看護ケアを提供してもＤＶ被害者と歯車が合わず，看護

職からの提案や助言が受け入れられない状況がうかがえ

た。

3-5．安定･回復期

　安定･回復期のＤＶ被害者は，在宅療養者の家族，また

は，健診等の受診者として看護職の前に現われ，《異常値

を示した血圧や血糖の値》をきっかけに過去のＤＶ被害

を話す者もいた。《身体の変調が現われた当時や現状のス

トレスを聞き取る過程で，離婚の体験や配偶者や家族か

ら暴力を受けた》こと《当初はＤＶの渦に飲み込まれて

いた》等が語られ，その内容から看護職はＤＶ被害と確

信していた。この時期に提供された看護ケアは傾聴だっ

た。ＤＶ被害者は，一生活者として新たな課題に立ち向

かっており，ＤＶ被害とは別の，新たな問題や課題を抱

えて医療や福祉の窓口を訪れていた。主に地域をフィー

ルドにする看護職が，傾聴や共感および情報提供をして

おり，散見される《生活保護世帯》には《福祉の専門職

と連携し介入している》事例もあった。しかし，《転居・

転勤等で関わりが途切れる》事例が複数みられた。

〈実例〉

　「お母さんがＤＶ被害に遭って，子どもがネグレクト

されていたケースを持っていたのね．彼女はだんなと

別れて生活保護をもらって暮らしていて．彼女は体調

が悪くて働けなくて，保育園から“（子どもが）最近来

ないのだけど”とか，“お風呂に入ってないみたい”っ

ていう情報が来て時々訪問していたの．ＤＶ被害から

脱出しても，その後の生活に困難なことが重くのしか

かって，単に夫婦間の問題で片付けられない，個人の

努力だけではどうにもならない社会の問題だと…本当

にＤＶを何とかしないといけないと痛感しました．」　

　 40代　保健師

Ⅳ．考察

　看護職が受診者と接し，ＤＶを疑う事情に接した際に

抱いた感情を言語化し吟味することで，保健医療の場に

おけるＤＶ被害者への支援の現状や看護職による初期対

応の課題が浮かび上がった。本調査は，看護職に過去の

経験を聞くという過去遡及型の情報収集を行っているた

め，得られたデータには過渡的な状況が反映していると

考えられる。考察では，その克服の方向性について，Ｄ

Ｖ被害者の回復段階とあわせて検討する。

１．ＤＶ被害者への初期対応をめぐる課題について

　個々の看護職，職場環境，社会状況，患者本人がそれ

ぞれに抱える問題点により，ＤＶ被害者への初期対応を

めぐっては課題が山積していることが浮き彫りになった。

所属する組織としてのバックアップがないと，個人とし

ての看護職ができることには限界がある。病院の事情と

しても，ＤＶ被害支援には財政的な保障がないと施設整

DV

図１　ＤＶ被害者の回復段階と現状に対する精神的な抵抗力
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備を行うこともできない21)。

　女性が就労する割合の多いケアの現場では，｢暴力｣と

いう犯罪性の高い事象と無関係でありたいという防衛本

能も働いているとみられた。聞き取りでは，｢ＤＶ被害か

もしれないけれど，こういう状態じゃ，旦那さんもイラ

イラしてつい手が出ちゃってもおかしくない｣という不

快感を覚えたことを率直に語った看護職もいた。ここで

看護職は，目の前にいるＤＶ被害者の態度から，加害者

と被害者の相互作用を思い浮かべている。このように，

目の前にいる患者の姿から，患者の人間関係や生活状況

を思い浮かべる姿勢は，看護的援助の基本から外れたも

のとはいえない。また，加害者の心理についての推測は，

完全な誤りとはいえない。しかし，配偶者からの暴力と

攻撃的・支配的態度に長くさらされてきたＤＶ被害者の

立場についての深い理解が欠けると，共感が妨げられる

という事情がこの回答からは伺われる。また，多くの看

護職が，外傷の原因追及，記録，証拠採取と確保につい

て教育を受けていないことも，ＤＶへの適切な介入をた

めらわせる誘因になっていた。

　ＤＶに関する理解を深め，ＤＶ被害の見落としを最小限

に抑えるため，各地でＤＶ被害者ケアに関連する研修に

参加する機会を保障することや，施設毎に研修を企画す

ることと並行して施設としての支援体制づくりに早急に

取り組む必要がある。

２．ＤＶ被害者の回復段階に応じた初期対応

　以上述べてきたことに基づいて，ＤＶ被害者の回復段

階に応じた初期対応の現状にふれながら，工夫が可能な

点について整理しておきたい。

2-1．ＤＶ被害者の回復段階

　ＤＶ被害者がたどる回復段階は，表１に示した通り，

①混乱期，②苦悩・否認期，③転換・消耗期，④停滞期，

⑤回復・安定期に分類される。ただし，時間の経過とと

もに直線的に回復に向かうわけではなく，ＤＶ被害者は，

混乱と苦悩，否認と消耗，停滞と混乱，安定と転換とい

うように，行きつ戻りつしながら上昇や下降を繰り返し，

回復期が前後していた。

　混乱期，苦悩・否認期にあるＤＶ被害者は，ＤＶ被害を

自ら訴えることが極めて少なく，治療や相談の場で問題

を指摘され支援の申し出を受けても，それを受け入れる

ことができていない。転換・消耗期に差し掛かり，苦悩

への忍耐が限界に近づいて，ようやく支援の申し出を受

け入れるようになる。支援が始まっても，多くの事例で

はスムーズに回復・安定期に移行することができず，停

滞期が続く場合が少なくない。看護職がＤＶ被害者と思

われる患者と出会った際には，困難な話を聞くというリ

スクを踏まえ，共に寄り添う気持ちで接し，患者が上記

の５つの段階のどの時期にいるかを念頭に置き，時間の

流れの中で現状を把握することによって支援の方向性を

明確にできると考えられる。

　図２は，図１と表１に基づいて被害者の回復段階と看

護ケアとの関連について整理したものである。①混乱期，

②苦悩・否認期，③転換・消耗期，④停滞期の各段階に，「緊

張期→爆発期→ハネムーン期」といったＤＶのサイクル

が存在していた。各段階でＤＶ被害者の置かれた状況や

ニーズに沿った身体的処置などの看護ケアが提供され，

安定・回復段階に近づくにつれ，生活支援の援助項目が

増えていた。また，配偶者の暴力に対する意味づけの変

化が，ＤＶ被害者に付随する疾患の経過や外傷の回復に

影響を及ぼしていた。特に，慢性化し長期化する暴力に

おいては，ＤＶ被害経験がそのまま日常の生活と重なり

合い，暴力からの回避を中心にＤＶ被害者の生活が組み

立てられ，暴力そのものがＤＶ被害者の生活になる様相

が伺われた。

2-2．患者が求めていることの明確化

　ＤＶ被害者への初期対応としては，患者が何を求めて

いるかを明確にする働きかけが，どの回復段階でも共通

して見られていた（表１）。　

　ＤＶ被害者の多くは，暴力的な環境に浸かりきってい

るため，ぼんやりとした不安しか感じていない場合もあ図２　ＤＶ被害者の回復段階と看護職の初期対応
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り，自分の感情に蓋をして多くを語らない傾向が見られ

た。苦痛が大き過ぎるため，それを感じまいとして強い

感情が湧きにくくなっている場合もある。ＤＶ被害者は，

助けて欲しい気持ちはあっても，うかつに援助を求めて

加害者に知られることへの恐怖から踏み出せず22)，及び

腰の求助姿勢をとりがちになる。このような場合,患者が

何を訴えているのか，どのような援助を求めているのか

について，ＤＶ被害者が自発的に意思表示することを看

護職は期待していた。困難な状況に置かれている患者の

話を聞くというリスクを忙しい業務の中で引き受けるの

には，聞く側の覚悟や高い意識を要する。そのため，Ｄ

Ｖが背景にあるとほぼ確信しても，当人同士の判断と解

決能力を信じて，警察や配偶者暴力相談支援センターに

照会せずに静観し，次回受診時に状況を見定めるという

援助計画を立てている場合も散見された。

　医療者側のこのような体制が，介入の時期を遅らせて

いることは明らかである。ＤＶ被害者の意思表示を尊重

しながらも，それがない場合は本人に無理な行動を要求

することなく，具体的な支援を提供することが重要であ

り，とりわけ混乱期や苦悩・否認期において，そのよう

な配慮は重要であると考えられる。

３．ＤＶ被害者と出会う可能性が高いという認識に沿っ

た実践の保証

　ＤＶ被害者は外傷や様々な健康問題を抱えており,そ

の受診状況についても時間外診察や救急外来を利用する

機会が目立った。つまり，生命の危機に瀕して，人目を

避ける時間帯をねらい通常の医療の枠からはみ出した受

診行動に踏み切るという経緯が伺われたといえる。

　調査データに基づいてＤＶ被害者看護に対する現状と

課題を検討してきたが，公表されている数値データによ

れば，わが国では年間110～170人が配偶者間の事件で亡

くなり，暴行や傷害事件で検挙される数も増加傾向をた

どり1,500件を上まわっている23)。ＤＶ被害の早期発見や

初期対応の充実を図る方策の明確化が不可欠である。

　混乱期や苦悩・否認期までに早期介入ができなかった

事例では，転換・消耗期，停滞期に移行して長い年月が

過ぎ，事件に至る場合も出てくる。本研究より，混乱期

や苦悩・否認期には本格的な介入に及び腰だった患者も，

援助の求めには必ず応じてもらえることを感じとれば，

早めの求助行動に結びつくと考えられ，回復過程の特性

を踏まえ，ＤＶ被害者を支援する可能性が示唆されたと

いえる。

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

　本研究は看護観察に基づき受診者への気がかりをデー

タとして用いているため，ＤＶ被害者の視点や意見が

入っておらず，被害者自身が思う回復段階と観察者が判

断した回復時期とでは異なることが予測される。また事

例からも，ＤＶ被害者に対する看護職の理解が十分では

ない場合は，ネガティブな対応や二次被害を与えてしま

いかねず，専門家を交えたケース会議やＤＶ被害者支援

研修の必要性が示された。

ＤＶ被害者の診療場面において医療者は，ＤＶ被害者の精

神状態の理解に努め，面接の場づくりに配慮し，どのよ

うなコミュニケーションにおいても気遣いと思いやりの

態度が含まれるよう意識し，ＤＶ被害者の二次被害を回

避する必要がある24)。また，警察などの関係機関に対す

る正確な情報の提供に努めること，および，調停や裁判

に対処するための診断書や意見書の書き方を工夫するこ

とも重要である25)ため，今後研修の充実を図っていく必

要がある。

Ⅵ．結論

　本研究より， ＤＶ被害者は受診をきっかけに看護職と

の関係が生じ，苦悩期，停滞期を行きつ戻りつしながら，

ゆるやかに回復過程をたどっていくことが見てとれた。

一方，被害の期間が長引くほど回復の過程も長期化する

ことが推測され，看護職を含む医療職の初期対応のなか

で「困難な話を聞くというリスク」を自覚し，無意識に

避けないで敬意を持ってＤＶ被害者の話を聴くことが極

めて重要であることが確認された。
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